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衆
議
院
議
員
古
川
元
久
君
提
出
宇
宙
政
策
の
司
令
塔
機
能
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

「
宇
宙
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
決
定
。
以
下
「
前
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
は
、
前
基
本
計
画
に
掲
げ
た
全
て
の
人
工
衛
星
等
の
開
発
利
用
を
行
う
場
合
に
は
、
前
基
本
計
画
の
期
間
中
に
「
官
民

合
わ
せ
て
最
大
概
ね
二
・
五
兆
円
程
度
の
資
金
が
必
要
」
と
の
試
算
を
示
し
た
が
、
現
行
の
宇
宙
基
本
計
画
（
平
成
二
十
五

年
一
月
二
十
五
日
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
決
定
。
以
下
「
現
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、「
今
後
の
宇
宙
政
策
は
、

総
花
的
に
行
う
の
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
資
源
を
前
提
に
、
重
点
的
に
行
う
べ
き
分
野
を
絞
っ
て
、
最
大
限
の
成
果
を
上
げ

る
よ
う
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
等
の
認
識
か
ら
、
資
金
に
関
す
る
特
段
の
試
算
は
示
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
宇
宙
探
査
や
有
人
宇
宙
活
動
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
基
本
計
画
に
お
い
て
、
宇
宙
探
査
や

有
人
宇
宙
活
動
を
「
将
来
の
宇
宙
開
発
利
用
の
可
能
性
を
追
求
す
る
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
位
置
付
け
、
取
り
組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
「
国
益
、
費
用
対
効
果
や
施
策
目
標
等
を
十
分
に

一



考
慮
し
、
最
も
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
施
策
に
対
し
て
優
先
的
に
予
算
等
の
資
源
を
配
分
す
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
「
宇

宙
利
用
の
拡
大
と
自
律
性
の
確
保
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
必
要
十
分
な
資
源
を
確
保
し
、
学
術
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
る

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
議
論
を
踏
ま
え
実
施
さ
れ
る
宇
宙
科
学
（
学
術
と
し
て
の
宇
宙
探
査
を
含
む
）
に
一
定
規
模
の
資
源
を
充

当
し
た
上
で
、
宇
宙
探
査
（
有
人
・
無
人
双
方
を
含
む
）
や
有
人
宇
宙
活
動
等
に
も
資
源
を
割
り
当
て
る
」
こ
と
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

一
の
（
三
）
に
つ
い
て

宇
宙
開
発
戦
略
本
部
は
、
宇
宙
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
宇
宙
基
本
計
画
を
作
成
し
、
及

び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
等
を
所
掌
す
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
設
置
の
趣
旨
・
目
的
に
沿
っ

て
、
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
等
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
適
時
に
開
催
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
必
要
に
応

じ
て
適
時
に
開
催
す
る
考
え
で
あ
る
。

二
の
（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
平
成
二
十
七
年
度
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
戦
略
的
予

算
配
分
方
針
（
経
費
の
見
積
り
方
針
）
」
（
以
下
「
戦
略
的
予
算
配
分
方
針
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
お
い

二



て
調
査
審
議
さ
れ
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
（
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
内
閣
府
が
と
り
ま
と
め
て
い
る
宇
宙
関
係
予
算
」
は
、
現
基
本
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
に
関
す
る
も
の

を
対
象
に
、
内
閣
府
が
関
係
府
省
の
経
費
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
各
府
省
が
調
達
す
る
衛
星
電
話
や

Ｂ
Ｓ
・
Ｃ
Ｓ
関
連
機
器
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
災
害
発
生
時
の
通
信
衛
星
利
用
な

ど
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
現
基
本
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
に
関
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

二
の
（
三
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
戦
略
的
予
算
配
分
方
針
に
お
い
て
、
「
衛
星
等
の
宇
宙
イ
ン
フ
ラ
を
安
定
的
・
継
続
的
に
開
発
・

整
備
・
運
用
し
、
適
正
な
価
格
で
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
図
る
こ
と
は
、
衛
星
シ
ス
テ
ム
等
の
開
発
・
運
用
を
担
う
産
業
の
基

盤
の
維
持
に
資
す
る
」
と
の
現
状
認
識
を
示
し
た
上
で
、
今
後
の
対
応
方
針
と
し
て
、
「
将
来
に
お
け
る
我
が
国
の
宇
宙
開

発
利
用
や
我
が
国
企
業
の
海
外
市
場
開
拓
の
姿
を
展
望
し
つ
つ
、
官
民
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
の
下
、
効
率
的
か
つ
効
果
的

な
衛
星
等
の
宇
宙
イ
ン
フ
ラ
の
開
発
・
整
備
・
運
用
等
に
係
る
中
長
期
の
ビ
ジ
ョ
ン
等
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
衛
星
等
の

三



開
発
・
整
備
・
運
用
等
に
係
る
優
先
順
位
を
明
確
化
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


